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９～１０月は後期高齢者健診、肝疾患健診（若年健診）、神埼市国民健康保険（国保）以外
の方のがん検診について実施します。申し込みをされている方には、９月中旬に受診票など
を発送する予定です。
なお、６～７月の住民健診を受け忘れた方は、この機会にぜひ受診してください。受診の際

には、６月に発送した「受診券」と「被保険証」をご持参ください。紛失された方、年度途中
に神埼市国保に加入された方については、市民課（�３７�０１１５）へお問い合わせください。
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�����／８：３０～１１：００
＊ただし、期日・項目によって時間が異なります。
� ����������������������
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　神埼町保健センター �５１�１２３４
※特定健診、後期高齢者健診については・・・
　神埼市役所　市民課 �３７�０１１５
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９
月　

日
か
ら　

月
９
日
ま
で
に

２５

１０

行
わ
れ
る
住
民
総
合
健
診
で
、
国
保

特
定
健
診
の
受
診
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�
�
�
�

平
成　

年
４
月
２
日
以
降
に
神
埼

２０

市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
た

平
成　

年
３
月　

日
現
在
で　

歳

２１

３１

４０

か
ら　

歳
の
方

７４

�
�
�
�
�
�

９
月　

日
（
水
）〈
期
限
厳
守
〉

１０

�
�
�
�

本
庁
お
よ
び
各
総
合
支
所
の
国
保

担
当
窓
口

�
�
�
�
�
�
�
	



・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
印
か
ん
（
認
印
も
可
）

※
申
請
さ
れ
た
方
に
は
、
資
格
確
認

後
、
住
民
総
合
健
診
開
始
日
ま
で

に
受
診
券
な
ど
の
資
料
を
送
付
し

ま
す
。

※
受
診
の
際
は
、
必
ず
「
被
保
険
者

証
」
と
「
受
診
券
」
を
ご
持
参
く

だ
さ
い
。
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�
�
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�

神
埼
市
役
所　

市
民
課

�
３
７�
 
０
１
１
５
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停
車
や
駐
車
時
の
ア
イ
ド
リ
ン
グ

を
、
無
意
識
の
う
ち
に
し
て
い
ま
せ

ん
か
。

ア
イ
ド
リ
ン
グ
時
に
は
、　

分
あ

１０

た
り
約
１
３
０�
の
ガ
ソ
リ
ン
が
消

費
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
球
に
も
お
財

布
に
も
優
し
く
、
停
車
中
は
、「
エ
ン

ジ
ン
を
オ
フ
」
の
習
慣
づ
け
が
大
切

で
す
。

エ
ン
ジ
ン
の
暖
機
は
、
最
近
の
車

は
ほ
と
ん
ど
必
要
な
い
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
エ
ン
ジ
ン
の
オ
ン
・
オ
フ

の
頻
度
は
、
人
の
乗
り
降
り
の
間
や

荷
物
の
上
げ
下
ろ
し
な
ど
通
常
の
範

囲
で
な
ら
、
バ
ッ
テ
リ
ー
に
対
す
る

影
響
も
あ
り
ま
せ
ん
。

１
分
以
上
の
停
止
を
目
安
に
、
エ

ン
ジ
ン
停
止
を
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。
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神
埼
市
役
所　

政
策
推
進
課

�
３
７�
０
１
０
２

ヤ
ク
ル
ト
本
社
佐
賀
工
場
は
、
ヤ

ク
ル
ト
容
器
を
利
用
し
た
工
場
廃
水

処
理
を
行
う
な
ど
、
環
境
に
や
さ
し

い
工
場
で
す
。
佐
賀
工
場
で
育
っ
た

こ
の
排
水
処
理
技
術
が
、
今
で
は
全

国
各
地
の
工
場
の
排
水
を
処
理
し
、

河
川
や
池
の
水
質
浄
化
に
も
役
立
っ

て
お
り
、
環
境
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス

テ
ム
国
際
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１

の
認
証
を
取
得
さ
れ
て
い
ま
す
。

社
員
の
環
境
意
識
も
高
く
、
年
４

回
の
ク
リ
ー
ン
ア
ッ
プ
活
動
（
工
場

周
辺
か
ら
神
埼
駅
ま
で
の
ご
み
拾

い
）、
地
区
の
河
川
清
掃
や
除
草
作

業
を
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
実
施
さ

れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
全
社
統
一
ノ
ー
カ
ー
デ
ー

の
実
施
、
照
明
を
消
し
て
電
力
消
費

量
を
削
減
す
る
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
へ
の
参
加
な
ど
、
温
暖
化

防
止
に
会
社
と
全
社
員
が
一
丸
と

な
っ
て
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

佐
賀
工
場
で
は
、
工
場
見
学
が
で

き
ま
す
。
見
学
が
で
き
る
の
は
平
日

の
昼
間
で
、
事
前
の
予
約
が
必
要
で

す
。一

人
で
も
申
し
込
む
こ
と
が
で
き

ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。
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ヤ
ク
ル
ト
本
社
佐
賀
工
場 
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利用権設定とは、農用地の貸借について、市
や農業委員会を通じて契約を行うものです。
書面で契約を交わすことによって、お互いに
契約内容を確認し、トラブルを未然に防ぎます。
１１月からの契約（麦作から）について、１０
月１０日（金）まで受け付けます。
�������
　神埼市役所　農林水産課　�３７�０１０６

平
成　

年
４
月
１
日
か
ら
平
成　

２０

２１

年
３
月　

日
ま
で
の
間
に
佐
賀
県
内

３１

で
新
車
新
規
登
録
さ
れ
た
ク
リ
ー
ン

エ
ネ
ル
ギ
ー
自
動
車
に
対
し
て
、
県

か
ら
補
助
し
ま
す
。

・
自
家
用
、
営
業
用
を
問
い
ま
せ
ん
。

・
自
動
車
税
、
軽
自
動
車
税
が
課
さ

れ
な
い
も
の
は
除
き
ま
す
。
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�
	



燃
料
電
池
自
動
車
、
電
気
自
動
車
、

天
然
ガ
ス
自
動
車
、
メ
タ
ノ
ー
ル

自
動
車
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車

※
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
原
動
機
付
自

転
車
（
ミ
ニ
カ
ー
を
含
む
）、
二
輪

車
を
除
き
ま
す
。

�
�
�
�

・
自
動
車
：
自
動
車
グ
リ
ー
ン
税
制

適
用
後
の
自
動
車
税
（
年
額
）
相

当
額
（
な
お
、
同
税
制
の
適
用
の

な
い
も
の
は
、
自
動
車
税
（
年
額
）

相
当
額
の
２
分
の
１
の
額
）

・
軽
自
動
車
：
軽
自
動
車
税（
年
額
）

相
当
額
の
２
分
の
１
の
額

※
補
助
は
、
１
台
に
つ
き
１
回
限
り

で
す
。 

�
�
�
�
�
�

所
定
の
補
助
金
交
付
申
請
書
に
、

添
付
書
類（
自
動
車
検
査
証
の
写
し
）

を
添
え
て
、
平
成　

年
３
月　

日
ま

２１

３１

で
に
、
左
記
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.pref.saga.lg.jp/w

eb/_１３７６５
.htm
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佐
賀
県　

地
球
温
暖
化
対
策
課
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７
０
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月
１
日
、
全
国
で
住
宅
・
土
地

１０
統
計
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
調

査
は
、
住
宅
・
土
地
に
関
す
る
最
も

基
本
的
な
調
査
で
、
国
や
都
道
府

県
・
市
区
町
村
が
住
生
活
基
本
計
画

や
ま
ち
づ
く
り
施
策
な
ど
を
立
案
す

る
た
め
に
大
切
な
資
料
と
な
り
ま
す
。

対
象
と
な
っ
た
世
帯
に
は
、
知
事

が
任
命
し
た
調
査
員
が
９
月
下
旬
に
、

調
査
票
を
持
っ
て
お
伺
い
し
ま
す
の

で
、
調
査
票
へ
の
記

入
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
調
査
内
容
は
統
計
を
作
成

す
る
た
め
の
み
に
使
用
す
る
も
の
で
、

そ
の
他
の
目
的
に
は
一
切
使
用
い
た

し
ま
せ
ん
。
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神
埼
市
役
所　

企
画
課
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０
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身
体
ま
た
は
精
神
に
障
害
の
あ
る

　

歳
未
満
の
児
童
を
養
育
す
る
保
護

２０者
な
ど
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
児
童
が
障
害
を
支
給
理

由
と
す
る
公
的
な
年
金
を
受
給
し
て

い
る
場
合
や
、
施
設
に
入
所
し
て
い

る
場
合
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。
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歳
未
満
で
あ
っ
て
、
重
度
の
障

２０
害
状
態
に
あ
る
た
め
日
常
生
活
で
常

時
介
護
を
必
要
と
す
る
方
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

た
だ
し
、
児
童
が
障
害
を
支
給
理

由
と
す
る
公
的
な
年
金
を
受
給
し
て

い
る
場
合
や
、
施
設
に
入
所
し
て
い

る
場
合
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。
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歳
以
上
で
あ
っ
て
、
著
し
く
重

２０
度
の
障
害
に
あ
る
た
め
日
常
生
活
で

常
時
特
別
の
介
護
を
必
要
と
す
る
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
施
設
に
入
所
し
て
い
る

場
合
や
病
院
に
３
ヶ
月
以
上
入
院
す

る
に
至
っ
た
場
合
は
、
受
給
で
き
ま

せ
ん
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

神
埼
市
役
所　

高
齢
障
害
課

�
３
７�
０
１
１
１

千
代
田
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
４
４�
２
１
６
７

脊
振
総
合
支
所　

市
民
福
祉
課

�
５
９�
２
１
１
１

県
で
は
、
燃
料
の
高
騰
に
お
悩
み

の
中
小
企
業
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
専
門

家
を
無
料
で
派
遣
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー

コ
ス
ト
の
削
減
案
を
提
案
し
て
い
ま

す
。
診
断
の
結
果
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
コ

ス
ト
削
減
の
た
め
に
設
備
投
資
が
必

要
と
な
っ
た
場
合
、
借
り
入
れ
の
際

の
信
用
保
証
料
を
県
が
全
額
負
担
す

る
特
別
融
資
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

�
�
�
�
�

年
間
の
光
熱
水
費
が
概
ね
１,
０

０
０
万
円
以
上
の
中
小
企
業
。
た
だ

し
、「
省
エ
ネ
法
」
に
お
け
る
第
一
種
、

第
二
種
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
指
定
工
場

（
事
業
所
）
は
対
象
外
で
す
。

な
お
、
光
熱
水
費
が
１,
０
０
０

円
未
満
で
あ
っ
て
も
相
談
は
お
受
け

し
ま
す
。

�
�
�
�
�
��
　

月　

日
（
水
）

１０

１５

�
�
�
�
�
�
�

〈
エ
ネ
ル
ギ
ー
診
断
〉

佐
賀
県

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
産
業
振
興
課

�
２
５�
７
３
８
０

〈
金
融
支
援
〉

佐
賀
県　

商
工
課

�
２
５�
７
０
９
３
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千
代
田
町
で
も
「
お
ゆ
ず
り
会
」

を
行
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
家
庭
で
使
わ
な
く

な
っ
た
子
ど
も
服
や
ベ
ビ
ー
用
品
な

ど
眠
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

バ
ザ
ー
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

無
償
で
提
供
し
て
い
た
だ
け
る
方
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

�
�
�
�
�

　
　

月　

日
（
火
）
〜　

日
（
金
）

１０

１４

２４

�
�
�
�
�

　

千
代
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー
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神
埼
市
母
子
保
健
推
進
協
議
会

千
代
田
支
部

（
千
代
田
町
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）

�
４
４�
２
０
２
１
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�



　

首
藤
瑞
江
（
８
月　

日
付
）

２２

�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
　
　

月
２
日
（
日
）

１１

　

午
前　

時
か
ら　

時
ま
で

１０

１１

�
�
�
�
�

　

千
代
田
総
合
支
所

　

１�
１
会
議
室


